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平成30年６月橋本市議会定例会会議録（第５号）その３ 

平成30年６月21日（木） 

                                        

 日程第４ 議案第６号 橋本市特別職給与

条例の一部を改正する条例につ

いて 

○議長（岡 弘悟君）日程第４ 議案第６号

橋本市特別職給与条例の一部を改正する条例

について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）私がお伺いしたいのは、

まず全員協議会を開いた。そこで、あのとき

副市長は、現時点ではそういう処分は考えて

いないということもおっしゃっていました。

臨時議会のほうで、市長のほうから一番最初

に何らかの責任をとらなければならないとい

うふうにおっしゃっていました。今回、100

分の100ということで、市長が政治的判断をさ

れてこういう議案が上がってきたと思うんで

すけども、私がお伺いしたいのは、全員協議

会、非公式な会議ですけれども、恐らく総合

政策部長から議長のほうに申し入れをして全

協を開いたというのであれば、方向性が変わ

った段階で改めて議会なり、議長なりに報告

すべきではなかったのかなというふうに考え

ておるんですけれども、やはりうちとしても

議長の顔を潰された、議会の顔を潰されたと

いう思いもありますので、そのあたりはどの

ようにお思いですか。 

○議長（岡 弘悟君）副市長。 

○副市長（森川嘉久君）おっしゃるとおりで

ございますので、確かにそういう報告を申し

上げなかったことに対しまして、この場で深

くおわびを申し上げます。 

○議長（岡 弘悟君）ほかにございませんか。 

 19番 小西君。 

○19番（小西政宏君）まず、今回一月100％市

長と副市長ということで、今の全協の話のと

きのもそうでした。減額するべきじゃないの

かという中でその当時は考えなかったという

ことですけども、今回決断をしていただいて、

税金を補填といいますか、覚悟を決めていた

だいてしていただいたということには一定の

評価をしたいなと感じています。 

 そこで、一点お聞きしたいのが、今回の案

件についてはですけども、すいません、正確

な金額はちょっと間違ったらあれです。百九

十数万円、たしか追徴が来ていたような気が

します。今回、減額をしていただいたとして

も、まだ足りない分というのは、実際現実的

にはあるとは思っているんです。その辺と絡

めて、今回この金額になった根拠というのを

教えてください。 

○議長（岡 弘悟君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）小西議員の質問にお答

えをします。 

 全てを補填するということは、今の金額で

したらできんこともないと思いますが、例え

ば、3,000万円、5,000万円になったとき、私

の任期中にそれを全部返せと言われても対応

できませんし、果たしてそこまでの責任を市

長あるいは副市長がとっていかなければなら

ないのかなというふうなことも考えました。

そして、全協での各議員のお話を聞いた上で、

そして、もう一つは職員に対する影響という

のも考えた中で、私のケースですけども、や

はりこれは責任をとる意味でも１カ月分頑張

りましょうと。 

 １カ月謹慎するというのは私にはできませ

んので、行政も進めていかなあきませんので、
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そういう中で、ちょっと副市長の100％は政治

家でもないのに重過ぎるのかなというふうな

のは私の中にもありまして、私としては一つ

の政治的なけじめをつけるためにも、１カ月

間、そういうふうに責任をとらせていただき

ますというふうなことで考えた結果、ちょっ

と今県のほうへも波及しているようですけど

も、その中で私としてはやはり全て損害を市

長が責任を持つということになるのであれば、

逆に、市長になる人間おれへんようになるん

かなというふうにも思いますし、そして、や

はり報告も遅れたという話もありました。そ

ういうことを勘案してそういうふうにしてい

ます。大変、議長の面目を潰したということ

になるのであれば、私もおわびをしたいと思

いますし、あまりそういう事例をつくること

は次の市長が誕生したときに同じようなこと

をせなあかんという一つの制約をつくるとい

うことはいかがなものかというふうに思いま

したので、全額をカットするという決断をさ

せていただきました。 

 開会のあいさつのときにお話ししたように、

残りについては今後行革であったり、債券運

用であったり、そういうことをしながら何と

かカバーをしていきたいというふうに思いま

した。そして、職員の皆さんに対するけじめ

も私自身の中にあって、今財政運営黒字決算

が出ているのは、職員の給料カットがあるか

ら今黒字決算。実際はこれをしなかったら、

とてもじゃないけど今給料さえ戻してあげる

ことがまだまだ不可能な状況にありますので、

そういう部分の中で職員の皆さんには相当負

担をかけているという部分もありますので、

県とは事情が違いますので、厳しい財政状況

の中で私としてもこういう決断をしたという

ことで、ご了解いただきたい。 

○議長（岡 弘悟君）ほかにありませんか。 

 19番 小西君。 

○19番（小西政宏君）市長、答弁ありがとう

ございます。核の部分という部分については

すごく伝わりましたので、また今後とも、と

もにまたそういうことが起こらないように頑

張っていけたらと思いますし、また、残りの

分に関しては、今答弁をいただいたように、

行革であるとか、経費の削減であるとか、そ

の辺をしっかりと努めていただけて、またそ

の分補填できるようにしていけたらと思いま

すので、また今後ともよろしくお願いたしま

す。 

 終わります。 

○議長（岡 弘悟君）ほかにありませんか。 

 17番 井上君。 

○17番（井上勝彦君）今回のこの議案につき

ましては、市長なり副市長が適当な判断であ

ったと私は思います。これはもうとやかく言

うんじゃなくて、やっぱり議長をはじめ議会

議員が全員協議会を持って、そこでいろいろ

な議会としての意見を出されたと。そこで、

その議会の意見を反映させているということ

で判断をせんとですね、何の全員協議会やっ

たんかとなるので、それはやっぱり市長、副

市長はこの件に対してはやっぱり本当に市民

の代表であるということで、ある程度の責任

を感じて、要するにまた再度全員協議会、議

長に報告せなんだということを言うてますけ

ども、これはやっぱり遠慮してすっとこの本

会議に出してくるところにええところがある

んで、やっぱりそれはきちんと認めるべきで

あると、私はそう思いますので、私はこの案

件については当局の判断は非常にいい判断で

あったと、このように思います。 

 以上であります。 

○議長（岡 弘悟君）ほかにありませんか。 

 11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）今、井上議員がおっし

ゃったのもようわかるし、ただ、私が思うの
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は多過ぎるんと違うかなというのが正直な感

想です。これも先ほど19番議員の答弁で政治

的判断というお言葉もあったんですけども、

例えば、よそのいろいろ同じような金額の案

件を見ても、だいたい100分の10を３カ月とか

というのが一般的に多いのかなというふうに

私は思っているので、ちょっと多過ぎるんと

違うんかなというのが正直な感想なんです。 

 そこで、恐らく答弁も全く一緒やと思うん

ですけれども、政治的判断をしたということ

で返ってくるんですけれども、市長の中で多

い少ないというのはやっぱりこれはこのまま

でいくということなんですかね。 

○議長（岡 弘悟君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）田中議員の質問にお答

えをします。 

 100分の30を３カ月というふうなことも考

えたことはあるんですけども、ただ、だらだ

ら自分の中で給料カットだけで済ますという

のは性格上嫌なもんですから、それやったら

10％さらにつけて、例えば、10％だけ残して

ということにはならんのかなと。そういう部

分で、やっぱりきちっと一つのけじめをつけ

るということではもう10分の10という形が一

番いいのかなと。ただ、副市長に関しては本

当に政治家でもないので、そこは難しい。 

○議長（岡 弘悟君）ほかにありませんか。 

 ７番 髙本君。 

○７番（髙本勝次君）全員協議会でも申し上

げたんですけども、今回この形で市長と副市

長の形で結論が出ているんですけども、この

ことによってトップが責任をとっているとい

うことになって、それも多分職員の間でトッ

プに責任をとらせてしまったというそういう

ことでね、気持的にすごく申しわけないとい

う気持ちになるかと思いますので、職員が萎

縮して本当にこれから仕事をされないように、

その辺で上司の皆さんが職員の皆さんにこの

ことがきっかけで萎縮しないように、伸び伸

び仕事をしていただけるようにちょっと取り

計らってほしいと思います。どうぞよろしく

お願いします。意見です。 

○議長（岡 弘悟君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）ありませんので、これ

をもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります議案第６号については、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）ご異議がありませんの

で、委員会の付託を省略することに決しまし

た。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

 12番 堀内君。 

○12番（堀内和久君）本議案に反対の立場か

ら討論させていただきます。 

 市長のお気持ちもよくわかります。説明も

理解できます。副市長は政治家ではありませ

んし、市長の指名において教育長なりいろん

な方を指名して自分の側近に、日々の市政繁

栄のためにご尽力いただいているというのも

わかっております。特に、副市長においては

本当に元職員ということもあって、いろんな

案件を、ある意味気持ちの扇のかなめとして

よくやっていただいているのもこの場を借り

て本当に感謝しております。僕の苦渋の決断

で反対討論するというのもなかなかしんどい

んですけども、気持ちもわかりながらあえて

反対討論させていただきます。 

 本件においては、報告の時期が遅れたとい

うことが僕は一番大きな問題であるというふ

うに認識をしております。例えば、間違った
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ことを言えばおわびするんですけども、議場

に出ている全員で連帯責任であるとか、そう

いうのであれば僕の考えもひょっとしたら変

わったかもしれませんが、総合的に考えて、

けんけんがくがく意見がぶつかり合うときも

あるんですけども、基本にあるのは市民の最

大の幸せのために日々角度変わって、議員も

職員もよくやってくれていると思います。 

 総合的に考えてよくやっていただいている

ということで、仕事できちっと返していって

ほしいということで、給料云々のカットとい

うのはちょっと違うんではないかなというふ

うに私自身が思いますので、これらを認める

ことが、また市長のなり手がちょっとという

意見もあったと思うんですけども、やはりこ

れをしてしまうと、次もしこれに似たような

ことが起こったときに責任という言葉とお金

を弁償とか、けじめとしての弁償の金額やと

いうのはわかるんですけども求めてしまう気

持ちが生まれてはいかんので、これは平木市

政さらなるまたご尽力といろんなところのカ

ットカットでまた申しわけないんですけども

やっていくということで、僕は市長、副市長、

よくやっていただいているということで、給

料じゃなく金額のカットではなく、汗をかい

て返していただきたいという思いで、反対と

させていただきます。 

○議長（岡 弘悟君）次に、賛成の立場で討

論する方ありませんか。 

 １番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）賛成の立場で討論しま

す。 

 市長は今回の問題について政治的な責任を

痛感されて、こういう決断をされたと。それ

はやっぱりどの範囲かというのは、市長のあ

る意味での裁量の範囲内で９割、５割、10割、

それはやっぱり市長が痛感されての話で、こ

れでまた背筋を伸ばして、みんな気合入れて

やっていこうと、そういう決意のあらわれと

思いますので、私は賛成といたします。 

○議長（岡 弘悟君）ほかに討論する方あり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）ありませんので、これ

をもって討論を終結いたします。 

 これより、議案第６号 橋本市特別職給与

条例の一部を改正する条例について を採決

いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（岡 弘悟君）起立多数であります。 

 よって、議案第６号は原案のとおり可決さ

れました。 

                     

 日程第５ 議案第７号 橋本市介護保険条

例の一部を改正する条例につい

て 

○議長（岡 弘悟君）日程第５ 議案第７号 

橋本市介護保険条例の一部を改正する条例に

について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）質疑がありませんので、

質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります議案第７号については、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）ご異議がありませんの

で、委員会の付託を省略することに決しまし

た。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより議案第７号 橋本市介護保険条例

の一部を改正する条例について を採決いた

します。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）ご異議がありませんの

で、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

 日程第６ 議案第８号 橋本市教育基金条

例の一部を改正する条例につい

て 

○議長（岡 弘悟君）日程第６ 議案第８号

橋本市教育基金条例の一部を改正する条例に

ついて を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）質疑がありませんので、

質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります議案第８号については、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）ご異議がありませんの

で、委員会の付託を省略することに決しまし

た。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより議案第８号 橋本市教育基金条例

の一部を改正する条例について を採決いた

します。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）ご異議がありませんの

で、本案は原案のとおり可決されました。 

   

                                         


